
第１次警察署再編整備計画

（平成22年４月１日実施）

① 下仁田警察署を富岡警察署に統合

② 松井田警察署を安中警察署に統合

第２次警察署再編整備計画

（平成23年３月16日実施）

③ 大胡警察署を前橋東警察署に統合
④ 境警察署を伊勢崎警察署に統合
⑤ 大間々警察署を桐生警察署に統合
⑥ 高崎市新町と吉井町を高崎警察署に管轄変更
⑦ 中之条町六合地区を吾妻警察署に管轄変更

第３次警察署再編

整備計画の策定

管轄交番・駐在所地区・地域 町 名

高崎地域のうち

金井淵町、剣崎町、下大島町、鼻高町、藤塚町、町屋町、八幡町、若田町 剣 崎 駐 在 所八 幡 地 区

(全域)

沖町、菊地町、北新波町、行力町、浜川町、南新波町、楽間町、我峰町 北 新 波 駐 在 所長 野 地 区

(全域)

足門町、井出町、後疋間町、金古町、北原町、菅谷町、塚田町
稲荷台町、中泉町、中里町、西国分町、東国分町、引間町 群 馬 交 番群 馬 地 域

冷水町、福島町、保渡田町、三ツ寺町、棟高町（全域）

箕郷町生原、箕郷町柏木沢、箕郷町金敷平、箕郷町上芝、箕郷町下芝
箕郷町白川、箕郷町善地、箕郷町富岡、箕郷町中野、箕郷町西明屋 箕 郷 町 交 番

箕 域郷 地

箕郷町東明屋、箕郷町松之沢、箕郷町矢原、箕郷町和田山（全域）

上大島町、上里見町、上室田町、神戸町、下里見町、下室田町
十文字町、白岩町、高浜町、中里見町、中室田町、榛名湖町 榛 名 交 番

榛 名 地 域

榛名山町、本郷町、三ツ子沢町、宮沢町（全域）

倉渕町岩氷、倉渕町川浦、倉渕町権田、倉渕町三ノ倉、倉渕町水沼 三 ノ 倉 駐 在 所倉 渕 地 域

権 田 駐 在 所（全域）

警察署再編整備計画～高崎警察署の管轄区域の分割に関する方針～について

１ 警察署再編整備の基本方針
 小規模警察署の体制の見直し
 警察署管轄区域と行政区域のねじれの解消
 大規模警察署の管轄区域の分割

２ 経過

３ 第３次警察署再編整備計画の内容
 実施内容

高崎警察署の管轄区域の分割
 再編整備の必要性

○ 業務負担の増大
○ 庁舎の狭隘化問題等
○ 中核市における警察署体制
○ 行政機関との連携

 管轄区域の分割案における基本的スタンス
○ 警察署管轄区域と行政区域及び小学校通学区の一致
○ 道路交通網の一体性の確保
○ 事件・事故への的確な対応
○ 大規模警備への的確な対応

 管轄区域の分割案
○ 高崎警察署の管轄区域

高崎市のうち、高崎北警察署（仮称）の管轄区域を除く区域

○ 高崎北警察署（仮称）の管轄区域

 効果
○ 警察力の効率的な運用
○ 警察活動の効率性の向上と初動対応能力の強化
○ 交番・駐在所の警戒力の強化

 その他
○ 渋川警察署の移転新築計画を見据えた上で、可能な限り早期に分割を実施
○ 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利便性、他の官公署との連絡、交通、通信

その他の事情を考慮して決定
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高崎警察署の管轄区域の分割案
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高崎警察署(仮称）及び高崎北警察署(仮称)の分割線案

交番･駐在所別
町名別
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高崎警察署の管轄区域の分割案（分割線周辺図）
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